
No. 対象資料 対象ページ 質問内容

1 実施要領 P5 参加申込書の提出期限について、「４　応募の手続き」と「10　スケジュール」で一致していないが、どちらが正しいのか。

回答
1

2 様式第６号 - 同種、類似の定義

回答
2

3 様式第６号 - 記載件数の上限はあるのか。

回答
3

4 様式第７号 - 見積書内訳について押印は必要か。

回答
4

5 仕様書 P1 企画提案書に記載する（１）本県の転入者数・転出者数の詳細分析について、県から分析に使用するデータは提供されるのか。

回答
5

6 仕様書 P2

「６　業務内容及び提案を求める内容」の「（２）県実施事業のブラッシュアップに係る提案」について、「アンケート調査等を
通じて、本県の実態把握や課題解決につながるデータ分析を行い」とあるが、次のどちらの対応が必要か。
①企画提案書の段階でアンケート調査を実施し、結果を得る
②課題を特定するためのアンケート調査の設計及び想定される施策を企画提案書に記載する

回答
6

「令和６年度愛媛県人口減少対策調査研究業務」  質問及び回答について

特に上限は設けておりませんが、目安として、様式で枠を用意している５件程度お示しいただきたく存じます。

企画提案書の内容については、企画提案書作成要領において仕様書「６」に示した４項目について「分析手法、他県や他市町事例のピックアップ手法な
どを具体的に記載すること」、「予算の範囲内で独自に提案できる事項（業務の成果を高めるための工夫等）があれば、その内容を記載すること」とし
ています。
そのため、いただいた質問のうち、事前のアンケート調査及び想定される施策については、必ずしも求めておりません。

様式第７号の参考資料の位置付けですので、押印は不要です。
なお、様式第７号についても、下部に必要事項を記載の上、実施要領P2の「(3)参加申込書の提出　ウ　提出方法」に準じたメール提出により、押印を省
略することができます。

調査・分析に必要なデータのうち、県が保有するデータで提供可能なデータもありますが、不足するデータにつきましては、受託者において入手してい
ただくこととなります。

「10　スケジュール」において、「４月26日（金）参加申込書の提出期限」と記載しておりましたが、「４　応募の手続き」及び愛媛県ホームページ本文
に掲載している、４月25日（木）午後５時が正しい記載です。
なお、実施要領を修正し、ホームページにも訂正記事を掲載しております。

同種：国又は地方公共団体から受託した人口減少対策に係る調査研究業務
類似：国又は地方公共団体から受託した計画の策定等に係る調査研究業務
とします。


